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第１  学園の概要 

 

  １  施設の概要 

 

  （１）目 的 

    平成１０年４月１日の児童福祉法の改正により、「児童自立支援施設」（従前は 

   「教護院」）として、それまでの不良性のある児童に加えて、家庭環境その他の環境 

   上の理由により生活指導等を要する児童も入所させ、個々の児童の状況に応じて必要 

   な指導を行い、その自立（自己選択、自己決定、自己責任）を支援する。また、学園 

   を退所した児童についても、必要に応じて、訪問等により関わりを継続し、社会的自 

立に向けた支援を行う。 

 

      ※児童福祉法 

  【児童自立支援施設】 

   第４４条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家 

   庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者 

   の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、 

   あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 

  【児童福祉施設に入所中の児童等の教育】 

   第４８条 …児童自立支援施設の長、…は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その 

   施設に入所中…の児童を就学させなければならない。 

   

  （２）基本理念 

      ア こどもの人権を守り、「子どもの最善の利益」を考慮した支援を行います。 

 

イ こども一人ひとりをかけがえのない存在として大切にし、愛情に満ちた一貫性の

ある支援を行います。 

 

ウ 「主人公はこどもたちである」という認識のもとに、こどもの意見や思いを十分に

聴き、施設の生活に活かしていきます。 

 

エ こどもたちが、生活の中で相手の感情や立場を相互に理解し、思いやりの心を学

び、互いに育ちあうよう支援します。 

 

オ こどもたちが、保護者、家族及び出身校の先生方と頻繁に交流できるよう配慮

し、その絆を深めながら「地域と協働した子育て」を推進します。 
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  （３）沿 革 

        １９０８(明治41)年 10月 代用感化院慈善奉公会循誘
じゅんゆう

学館として(旧)鶴崎町に開館 

１９１３(大正 2)年  4月  大分市上野に移転 

    １９３５(昭和10)年 10月  大分少年教護院に改称 

        １９３７(昭和12)年  4月  大分県立少年教護院として発足 

        １９４２(昭和17)年  4月  大分県立二豊学園と改称 

        １９６１(昭和36)年  5月  鶴崎市(現大分市)小池原に移転 

        １９７３(昭和48)年  8月  現在地(大分市端登)に移転 

        ２００８(平成20)年  3月  ３寮舎を改築 

        ２００８(平成20)年 10月 前身の施設開館から100周年 

       ２０１１(平成23)年  1月  本館を改築 

       ２０１２(平成24)年  4月  大分市立竹中中学校二豊学園分校が開校 

                                〃   竹中小学校二豊学園分教室 〃 

 

  （４）施設規模 

        ・定  員   ２２名 （男子 ２寮１６名、女子 １寮６名）      

        ・敷地面積    ３５，２２５．４ ㎡ 

        ・建    物       

           本 館  1 棟 (鉄筋 ２階建)  1,245.89 ㎡ 

           寮 舎  3 棟 (鉄筋 ２階建)    903.29 ㎡ 

           旧 寮 舎  1 棟 (鉄筋 ２階建)   199.60 ㎡ 

           調 理 舎  1 棟 (鉄筋 ２階建)    158.40 ㎡ 

           体 育 館  1 棟 (鉄筋 １階建)    700.72 ㎡ 

           技術教室 棟  1 棟 (鉄骨 平屋建)    131.00 ㎡ 
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 （５）組織 

   

総務課長（兼）   総 務 課   （ ５人） 

学園長     次 長 

指 導 課 長    指 導 課   （２３人） 

  

  （６）職員の状況                       （令和７年４月１日現在） (単位：人） 

 
 

職 
 
 
 

名 

正   規    職    員 臨時的任用職員・会計年度任用職員 
 
 

合 
 
 
 

計 

学 
 
 

園 
 
 

長 

次 
 
 
 
 
 

長 

総  務  課 
(５人） 

(次長が課長を兼務) 

指 導 課 
(２３人) 

 

 
 
 
 

計 

栄 
   
養 
   
士 

調 
 

理 
 

員 

生 
活 
支 
援 
員 

生 
活 
支 
援 
補 
助 
員 

看 
 

護 
 

師 

嘱 
 

託 
 

医 

 
 
 
 

計 
課 
 

長 
 

(兼) 

 

副 
 

主 
 

幹 

調 
 

理 
 

士 

業 
務 
技 
師 

事 
務 
補 
佐 

課 
 
 
 

長 

主 
 
 
 
幹 

副 
 
主 
 

幹 

主 
 
 
 

査 

主 
 
 
 

任 

主 
 
 
 
事 

男 １    ２ １ １ １ １ ２ ３ 11 １ 24      １ １ 25 

女  １ (１) １       １ ３  6 １ ２ １ ４ １ １ 10 16 

計 １ １ (１) １ ２ １ １ １ １ ２ ４ 14 １ 30 １ ２ １ ４ １ ２ 11 41 

 

  （７）指導課職員体制 

   ○ 指導課長（常勤）  １人 

   ○ 寮担当職員 

      寮会長（常勤）  １人 

職  名 由布寮(男子) 鶴見寮(男子) 高崎寮(女子) 

寮 長（常勤） １人 １人 １人 

児童自立支援専門員（常勤） ６人 ６人 ５人 

保育士（常勤） － － － 

小 計 ７人 ７人 ６人 

児童生活支援員（非常勤） － － １人 

児童生活支援補助員（非常勤） － － ４人※ 

計 ７人 ７人 １１人 

         ※大分大学福祉健康科学部の学生（女性４人）     

    ○ 専門技能職員  

         ・心理職員（常勤）１人 

     ・看護師（非常勤）１人 
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２ 業務の概要  

 

（１）児童の入退所 

  家庭、学校、民生児童委員、市町村、福祉事務所、警察等から児童相談所に相談又は通告の

あった児童のうち、学園での支援が適当であると児童相談所で決定された児童及び家庭裁判所の

審判により決定された児童が入所する。 

 退所は、基本的生活習慣の改善を基盤に、児童個々の自立に向けた課題の達成や心身の成長が

認められ、家庭等の受入体制（生活環境）の整備がなされ、学校や社会に適応できると判断され

た場合等に、児童相談所が総合的に評価して決定する。 

 

＜ 入 退 所 経 路 ＞ 

 
 

                     送致 
警  察  署                    家庭裁判所               国立児童自立支援施設 
                                   保護処分 
                        
            送致            保護処分 
                                                             
市町村、福祉事務所        児      二     児 
                                                       家 庭 復 帰  
            送致   童      豊     童   

             通告                   措置解除    
                  相 入所措置 学     相  措置変更 
                                                    児童養護施設・FH 等 
                  談      園     談   
              相談         

     所            所   
                             その他 
              

 
                               
                           
                               （本人・保護者の同意）    
 
 
 
 
 
 
 

学校、民生児童委員 

 その他 
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（２）入所児童の状況 

   ① 入所経路 

      令和６年度在籍児童（２４人）の入所経路 

      ・ 家庭から入所した児童          １７人（７０．８％） 

      ・ 児童養護施設等から入所した児童       ４人（１６．７％） 

      ・ 家庭裁判所の審判により入所した児童     ３人（１２．５％） 

 

     ② 家庭(保護者)の状況 

      令和６年度在籍児童(２４人）の家庭状況 

      ・ 両親のいる児童                ６人（２５．０％） 

         (実父母３人、ステップファミリー３人） 

      ・ 一人親のみの児童             １６人（６６．７％） 

         (実母のみ１５人、実父のみ１人） 

         ・その他（保護者不在等）          ２人（ ８．３％） 

 

     ③ 児童の情緒的・精神的な状況 

 入所児童の多くは、ネグレクトや身体的虐待、心理的虐待など、長期間不適切な養育

環境の中で生活してきている。乳幼児期等に親からの適切な愛情や関わりを受けること

が不十分だったために特定の大人との愛着形成が築けなかったり、トラウマが影響して

問題行動に繋がっている現状もある。なかには、性被害等を体験している児童もおり、

日々精神症状を訴えたり情緒不安定な状態を表す児童もいる。 

 また、大人や社会に対する信頼感の欠如が行動面等に見られており、基本的生活習慣

などのソーシャルスキルが年齢相応に身についていない児童が殆どである。近年の入所

状況は、ASD（自閉症スペクトラム）やADHD（注意欠如多動症）などの発達障がいを抱

えた児童や、性非行、家庭内暴力、ゲーム依存・不登校、家庭や施設・学校での不適

応などで入所に至るなど、理由は多種多様である。 

 加えて、知的レベルが標準値(ＩＱ９０～１０９)を下回る児童が７割を超えており、

学力の低さに加えて学習意欲の低下などが顕著に見られており分校と連携し児童個々の

能力や状態に応じた丁寧な個別での関わりや学習支援が重要になっている。対人面にお

いては、児童間トラブルが頻繁に発生しており、「衝動的にキレる」、「不適切な言動

を繰り返す」などの行動に、その都度丁寧に関わりながら、自己覚知から自己肯定感

（自尊感情）への回復と、自立に向けた課題の達成を目指し、職員一同、一貫性を持っ

て取り組んでいる。 
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（３）自立支援 

自然に恵まれた環境の中で、児童が安心して安全に生活し学べる場を保障すると共

に、①児童支援、②家族への支援、③退園後支援を基本とした自立支援を行ってい

る。 

学園敷地内に、児童の生活の場所となる「寮」と学校教育を学ぶための「分校」を

併設しており、寮は小舎制を基本に家庭的な雰囲気のもと、規則正しい生活習慣を通じ

て、社会生活上必要なスキルを身につけるための関わりや指導を行っている。 

分校では、児童の能力や特性に応じた学習指導に取り組み、学習習慣の定着、基礎学

 力と意欲の向上を目指している。また生活の規律を学ばせ、体験活動、集団活動を

通じて、相手を思いやる気持ちや自立心を養わせるなど、寮と連携した取り組みを行

っている。 

寮生活は、専門性を有する職員のもと、「枠のある生活」の中で、児童の健全育成

を目指し人権に配慮した家庭的・福祉的なアプローチにより、個々の「育てなおし」

と「退所後の生活に繋ぐ」ことを目的とした取り組みを行っている。 

 

   ① 学園寮の児童支援（生活支援・学習及び部活動支援・寮活動支援） 

   （ア）生活支援 

・生活支援の拠点である寮においては、児童と共に生活することを通して、生活習

 慣や人との関係づくりを体得させ、心身の健全化を図っている。 

・児童は、３つの寮（男子寮２、女子寮１）に分かれて生活。平成１９年５月から

 は、寮スタッフによる交替制（宿直勤務）としている。 

ａ 支援目標 

・児童一人ひとりの存在を大切にし一貫性ある支援を行う。児童が主体的に活動でき 

る力を育成すると共に、将来に繋がる処遇に向けた取り組みを児童相談所と連携

し行う。 

       ｂ 支援内容 

・安全で安心できる環境の中で規則正しい生活習慣を獲得できるよう支援する。 

・愛着が育まれるよう家庭的な雰囲気の中で、職員が家族として、児童一人ひとり 

の存在を大切にし、愛情を持って支援する。 

・児童が育ってきた歴史に目を向け、行動・特性面、能力面などを総合的に見立て

個々の自立支援に取り込む。定期的に支援の評価・見直しを行う。 

・精神病的な症状や情緒的に不安定な状況を示すなど専門的なケアを必要とする児

童に対して、医療機関等と連携した適切な支援を行う。 

・児童が意見表明できる環境作り、職員とコミュニケーションが図れる関係作り 

を行っている。また外部相談員による児童の相談窓口を設けている。   

 

   （イ）学習及び部活動支援 

・学力が低く学習意欲も乏しい児童が多くいるため、分校と連携しながら基礎学力の強 

化と意欲の向上に重点をおいた学習指導を行なっている。また部活動や各種行事を通

じて、達成感や連帯感を体験させる取り組みなど、豊かな感情を育むと共に自己肯定

感（自尊感情）を高め、社会性の向上を図っている。 
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    ａ 支援目標 

       ①学習意欲の向上と学習習慣の定着を目指す。～分校学習指導部との連携～ 

・児童が分かる喜びを見出し、自分の将来に見通しを持てるようにする。 

・学習方法を身につけ、主体的に取り組めるようにする。 

②部活動支援で、「礼儀やマナー・思いやりや感謝・社会性の育成」を目指す。 

      ｂ 支援内容等 

・入所時に学力テストを実施し、その学力に応じた学習計画を立て、一つずつ達成

していくことにより、意欲的な学習姿勢を養う。 

・定期テストや漢字検定試験等を通じて、児童が成績の向上や検定合格の達成感を

味わう機会を設けることにより、学力意欲を向上させる。 

・高校等への進学希望者には、それに対応した学習指導を行う。 

・「性」課題のある児童には、児童相談所と連携した支援を行っている。 

       ｃ 部活動等 

・九州少年野球大会や同バドミントン大会、園内持久走大会等の各種大会に向け、

１年間を通じて計画的に練習に取り組んでいる。 

・分校では、生徒会活動を通じて身の回りの問題や課題を自分たちで考え、話し合

い、決定し、解決していく力を身に付けさせている。また９月には、児童の成長

の披露と保護者等家族との交流を目的とした「ふれあいスポーツ大会（運動

会）」を保護者や学校、児童相談所等の関係機関を招いて実施している。 

 

   （ウ）寮活動支援 

・多くの児童は生活体験に乏しく、経験不足が見られることから、生産活動・環

境整備・レクレーションなどを通じ、集団活動を 充実させていくことで、自尊

感情を高め社会性の向上を目指している。 

     a 支援目標 

・「農作業」により土に触れ、自ら植えた作物を自ら消費することで、食物や生

産者への感謝の気持ちを育む。共同作業などを通して、人間的ふれあいや相互

理解を深め、社会性や協調性などを培うように支援する。  

・「環境整備」を行うことにより、自らが生活の場としている環境を大切にする

気持ちを育む。 

・「行事や体験活動」を通して、準備をすることの大切さ、やり遂げた時の達成感

など、豊かな感受性を育む。 

     b 支援内容 

・係活動における寮内清掃、学園内の除草作業 

・各寮の畑における野菜・花などの栽培活動 

・買い物実習、寮レク、寮キャンプなどの園外体験活動 

・児童、職員が交流する学園行事 

 

② 家族への支援 

・家族との信頼関係を構築し、児童と家族との絆を大切にしながら、児童の健全育
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成に取組むため、家庭や学校等と調整を図り、家族再統合に向けた家族の関係作

りや支援体制を確立させる。 

 

    （ア）支援目標 

・家族が抱える問題や課題に対して、児童相談所等との関係機関と連携して、その

 改善や解決を図る。 

    （イ）支援内容 

・児童相談所等と連携し、退所後の家族を支えるための環境づくりに取り組む。 

・家族との関係調整に際しては、家族や児童の状況について常に児童相談所等と情

報を共有する。また、児童と保護者の安定した関係構築を目指すと共に、保護者

の養育力向上に繋がる支援を行なう。 

・児童と家族との良好な関係を築くため、面会、外出、一時帰宅などを行う。 

 

     ③ 退園後の支援 

・児童は、学園生活の中で、様々な支援を受けて成長し、目的を持って新たな生活

場所や進路に向けて退所していく。 

しかし、学園での守られた環境と違い、自由な生活空間や周囲からの誘惑などに

よって、健全な自立（自己選択・自己決定・自己責任）を図るには、まだ時間と

困難が伴う状況がある。そのため、学園退所後においても、スモールステップに

よって周囲の力を借りながら、少しずつ社会適応していくことが必要となる。 

そのためには、関係の深い大人の継続的な関わりや見守りが必要となり、児童の

立ち直りや社会的自立には、保護者や関係機関の理解と協力が不可欠である。 

退所後も児童が家庭や地域に適応し健全な自立を目指して成長して行けるよう、児

童相談所や学校等、関係機関と連携を図りながら支援を繋いでいる。 

 

 （ア）支援目標 

・児童が社会と繋がりを持てるようになり、新しい環境にスムーズに適応できる 

よう「アフターケア」の取り組みを推進する。 

 （イ）支援内容 

・退所にあたっては、児童相談所や関係機関等と協議の上、適切な退所時期の決定

や、退所後の生活の場の提供に努め、併せて支援体制を構築する。 

・退所した児童が安定した社会生活を送ることができるよう、アフター支援計画 

に基づき、児童相談所の通所、学校・施設や家庭への訪問、電話連絡などにより

支援を行う。  
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寮生活の日課時間 
 

【生活日課（時間）について（平日）】 

 

 

時 間 火・木 時 間 月・水・金 

7:00 

 

7:05～7:20 

7:20～30 

 

 

 

 

8:00～ 

 

8:20～8:25  

・起床 

・朝の会 

・朝の清掃活動 

・朝食準備(食事取り・配膳) 

※食事取り順序  

【①高崎寮（7:20）②鶴見寮（7:25）③由布寮（7:30）】 

・朝食 

・片付け 

・登校準備、荷物チェック 

 

・登校   

※登校順序    

【①高崎寮（8:20）②鶴見寮・由布寮（8:22）】 ※各寮でまとまって登校すること 

 
【分校生活】 

時間 火・木 時間 月・水・金 

14:30 

 

15:30～ 

 

・下校 

・帰寮後日課 

・学習① 宿題（漢字・計算・英単語） 

・寮活動 

（作業、清掃、買い物実習、各活動） 

 

 

 

 

15:30 

 

17:30 

 

 

・下校～部活 

 

・帰寮後日課 

・学習①  

宿題（漢字・計算・英単語） 

18:00～ 

19:00 

 

19:00～ 

 

 

 

21:00～ 

 

 

 

 

22:00 

・夕食（食事取り・配膳） 

※食事取り順序  

【①高崎寮（18:00）②鶴見寮（18:10）③由布寮（18:15）】 

・入浴（児童数に応じ夕食前～） 

・余暇時間（TV 鑑賞など）  

・学習②夜学習 

 

・日記 

・居室の片付け 

・夜の会 

・就寝準備 

 

・消灯・就寝 

-12-



 

 

【生活日課（時間）について（土日祝）】  

 

 

時 間 土曜日･祝日(部活あり) 日・祝日(部活なし) 

7:00 

 

7:05～7:20 

7:20～7:30 

 

 

～8:00 

・起床 

・朝の会 

・朝の清掃活動 

・朝食準備（食事取り・配膳） 

※食事取り順序 

【①高崎寮（7:20）②鶴見寮（男子寮）（7:25）③由布寮（7:30）】 

・朝食 

・片付け 

9:00～ 

9:30～ 

 

  ～12:00 

・部活動準備 

・部活動【男子】                        ・寮扱い 

・部活動【女子】 

 

※午前中は寮活動以外、寮外に出ない 

 

12:30 

 

・帰寮 

・昼食  

【①高崎寮（12:25）②鶴見寮（12:30）③由布寮（12:35）】 

 

（食事取り・配膳・片付け） 

13:30～18:00 

13:30～17:30 

 

 

 

 

 

・寮扱い 

・おやつ販売(土曜日午後～) 

※販売順序【4,7,10,1 月】 高崎寮→鶴見寮→由布寮 

         【5,8,11,2 月】 由布寮→高崎寮→鶴見寮 

         【6,9,12,3 月】 鶴見寮→由布寮→高崎寮 

※各月の最初の寮が準備を行い、最後の寮が片付けをしてください。 

 

  ☎夜間・休日の外線当番は各月の最初の寮になります。 

 

18:00～19:00 

 

 

 

19:00～ 

 

 

 

21:00～ 

 

 

 

 

 

22:00 

・夕食（食事取り・配膳） 

※食事取り順序 

【①高崎寮（18:00）②鶴見寮（18:10）③由布寮（18:15）】 

 

・入浴（児童数に応じ夕食前～） 

・余暇時間（TV 鑑賞など）  

・学習②夜学習 

 

・日記 

・居室の片付け 

・夜の会 

・就寝準備 

 
・消灯・就寝 
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月 火 水 木 金

１
限

２
限

３
限

４
限

給食

休憩

５
限

６
限

　

14:20～
　

15:05

学活　14:15
〈簡易清掃〉
下校　14:30

　

14:20～
　

15:05

学活　14:15
〈簡易清掃〉
下校　14:30

　

14:20～
　

15:05

清掃
学活

清掃　15:05
学活　15:20
下校　15:30

清掃　15:05
学活　15:20
下校　15:30

清掃　15:05
学活　15:20
下校　15:30

登校 8:30まで
学活　     8:30
児童朝礼  8:40

12:35～13:00

13:00～13:25

分  校  校  時  表

　 ９：0０　～　　 9：４５

   ９：５５　～　１０：４０

 １０：５０　～　１１：３５

 １１：４５　～　１２：３０

１３：２５　～　１４：１０

　　登　校 8:30まで
　　学　活 8:30～8:40

　　朝自習　　 8：45　～8：55
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第２ 令和６年度事業実績 

 

 １ 児童の状況 

     

 （１）在籍児童数の推移 

１日平均在籍児童数を見ると、現在地に移転した昭和４８年度は３６．５人であったが、そ

の後、昭和６３年度には１３．７人と減少した。このため、平成元年度に５寮体制から３寮

体制に変更している。その後も児童が複雑多様化していく中で、平成２６年度まで２０人

前後で推移。平成２７～２８年度は、非行性と発達特性の強い児童の入所が重なるなど

し、学園全体が不安定な状態になったことから、新規入所児童が大幅に減少した。 

その後、平成２９年度は１５．７人と増加。平成３０年度は１２．２人、令和元年度は

１０．０人、令和４年度は９．６人と減少傾向が継続していたが、令和５年度は１４．０

人と増加に転じている。しかし令和６年度は１２．９人と減少した。 

 

                年度別 １日平均在籍児童数        （単位：人） 

 
 
（２）在籍児童数と退所児童の状況 

令和６年度の在籍児童数は２４人で、うち１０人が年度内に退所した。 

      入退所の内訳 

年度当初在籍 年度中入所 年度中退所 年度末在籍 
９人 １５人 １０人 １４人 

       
     退所理由の内訳 

家庭引取 措置変更 住込就職 強制措置 家裁送致 

６人 ２人 ０人 ０人 ２人 
 
 
 
 
 

21.2 

17.9 17.4 
19.9 

22.5 

13.2 
11.6 

15.7 

12.2 
10.0 

12.4 13.5 

9.6 

14.0 12.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６
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３）無断外出 

施設は鍵や柵等のない開放的な施設であることから、家に帰りたくなったり、友達に会いたく

なったりして、児童が無断外出をすることがある。 

 

   ＜無断外出の状況＞ 

年 度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

件 数 1 0  2 1 1 7 3 2 4 3 １ 0 1 0 0 

延人数 4   0  3 2 2 11 4 2 4 3 １ 0 1 0 0 

                

 ２ 業務実施状況 

令和６年度は、次のとおり業務を実施し、児童の処遇の向上に努めた。 

 

 （１）主要行事の計画的実施 

児童の意欲や社会性の向上を図るため、「九州少年野球大会（男児）」、「九州少年バドミン

トン大会（女児）」をはじめ、その他の体験活動など、学園の主要な行事を計画的に実施するこ

とができた。 

    

 （２）個別支援の充実 

児童入所時の初期アセスメント結果を分校を含めた職員間で共有することなどにより、児童の

理解を適確に行い、児童の個性（特性・情緒・学力等）や生育歴を踏まえた支援目標を設定し、

段階的に支援した。また、定期的に適切な評価を行い支援内容を見直した上で児相とのケース会

議で共有し、処遇の充実に努めた。 

 

 （３）進路支援の充実 

高校進学を希望する児童について、特別日課を組んで学科指導を行った結果、高等学校や支援

学校（高等部）等に進学することができた。 

 

 （４）退所後の支援（アフターケア） 

退所した児童が、家庭や地域、学校、職場等で自立した生活を行っていくためには、アフター

ケアは非常に大切であり、欠かせないものであるため、退所後も児童や保護者に対する支援を行

った。また、新たな施設に措置される児童について、施設と密に連携した引き継ぎを行った。 

 

 （５）地域社会との交流 

例年、学園・分校の実施する「ふれあいスポーツ大会」（運動会）に、地域住民の代表や民生

児童委員の方々を招待し交流を行っていたが、「新型コロナウイルス感染症の拡大」以降、保護

者や児童相談所等以外の方の招待を縮小し、地域社会との交流が十分できていない。 
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第３ 令和７年度事業計画 

 

 １ 運営基本方針  

こどもの人権に配慮した丁寧な関わりと、その子の将来に繋がる自立支援を行う。 

児童相談所や分校のほか、関係機関との情報共有に努めるなど効果的な連携を図る。児童やケー

スについての理解を深め、課題を整理した上で支援の方向性を定める。児童に対する専門的なア

セスメントを中心とした、実効性のある支援を計画・展開する。 

 

（１）継続的な支援の実施 

 ①入所前からの受入体制の充実 

児童にとって、学園での生活と体験が将来に繋がる礎となるように、入所前から児童相談所と

密な連携、協力体制を築く。情報共有・把握のもと、処遇の方向性等を確認し相互理解の上で、

その児童に応じた支援を考え充実させる。児童に関わる職員一人ひとりが温かい気持ちで迎え入

れ、児童がスムーズに生活になじめる体制作りを行う。 

 

 ②自立支援計画の充実と計画的実施 

初期支援での児童のアセスメントをもとに、第１回目の自立支援計画を作成。概ね入園１～３

ヶ月以内を目処に、学園における自立支援について児童相談所と共通理解を図るためのケース会

議を開催する。なお、児童の成長や課題に応じて、定期的及び適宜に自立支援計画を見直し、評

価を加えながら児童の自立へ向けての支援を推進していく。 

 

 ③学園職員の「報・連・相」の徹底 

入所前の情報や自立支援計画について、学園全職員が理解し、効率よく支援できるように情報

共有の徹底を図る。発信する職員が、児童の生活の様子、関係性、課題や問題行動等についての

情報を「正しく理解し、正しく伝える」ことを心掛ける。寮スタッフ会議において協議された

個々の児童の支援課題について、随時に開催する「園内ケース会議」にて内容検討し、学園の方

針を決定する。なお、学園運営にかかる議案については「運営会議」にて協議決定し職員に周知

する。 

 

（２）児童相談所ほか関係機関との連携強化 

児童の自立には、在園期間中に行う家庭や施設での生活訓練が必要となる。また退所後におい

ては、関係機関の継続的な支援・協力が不可欠であることから、児童相談所と連携しながら、学

校、施設などを巻き込んだ支援体制づくりを行っていく。 

 

（３）学園と分校の連携強化 

学園職員と分校教員が、入所児童の行動特性を理解し合い、相互に支援にあたるよう、連携を

深めていく。児童の学力向上のほか、部活動や各種行事を通じて、一人ひとりの個性を大切に

し、工夫を凝らした支援を行っていく。常に情報共有や職員間の意思疎通を意識し、一貫性のあ

る支援を行う。 

 

（４）退園後支援（アフター支援）の充実 

学園を退園した児童は、一定期間の継続した見守りと緊急時における対応を行うアフター支援
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が必要となる。児童が家庭や学校に適応し、健全な自立を目指して成長していけるよう児童相談

所や関係機関との連携を図り、アフター支援計画に基づいた支援を行っていく。 

 

（５）職員の専門性の向上 

児童個々の背景や特性を踏まえた専門的な支援を行うため、学園内外の研修等に積極的に参加

し、資質の向上に努める。また、学園心理士及び嘱託医（児童精神科医）との連携を図り、月に

一度「ケースカンファレンス」を開催するなどして、児童が示す言動や症状等への理解を深め、

日々の支援を向上させる。 

 

 ２ 重点目標 

学園の基本理念、基本方針のもと、こどもの人権を擁護し、常に「児童の最善の利益」を考慮

した支援を行うことを基本に、今年度は、次のことを重点目標に掲げ、全職員一体となって児童

の自立支援に取り組む。 

 

 （１）こどもの人権に配慮した学園運営 

「子どもの権利を守る職員チェックリスト」による確認を毎月実施。また人権研修を実施する

等、職員の意識向上に努めている。さらに外部相談員による「すまいる相談（苦情解決制

度）」、「こどもアドボケイト」（こどもの権利擁護に係る実証モデル事業）の実施、施設心理

士による定期的な面接など、子どもが意見表明しやすい環境整備に積極的に取組んでいる。 

 

 （２）安心安全な生活環境の保障 

職員が支援や指導を行うにあたり必要となる基本的な安心感や信頼感を醸成するため、安心安

全な生活環境を整える。日々の生活で、児童のサイン（予兆）を見逃さず支援に繋ぎ、問題行動

発生時は、迅速に対応し適確な見極めと支援方針により、その児童の将来に繋がる支援を展開す

る。また、「新型コロナウイルス感染症対策」について、学園感染症対策委員会が中心となり、

マニュアル等に基づいた、感染未然防止、感染拡大防止に努める。 

 

 （３）効果的な支援方法の探究 

児童が表す言動や変化に対して、集団生活をベースに個々に応じた関わりを工夫して行い、自

立に向け効果的な支援方法を探究する。児童の成長や課題に応じて、適切な時期に「自立支援計

画」を策定、評価、見直しを行い、「児童に伝わる、分かりやすい支援」を心掛ける。 

 

 （４）組織的な支援体制の構築 

効果的な自立支援の実践には、正確な情報の伝達・共有や適確な判断・取組、連携など、組織

的な支援体制（チームワーク）の構築が不可欠。 

寮職員間の「報連相」の徹底に加え、各寮部会での活動を通じて、支援方針の理解や一貫性を

確立する。また、こどもの人権擁護、職員人材育成、感染症予防策など、職員一人一人が意識を

高く持ち取り組むべき事項については、令和２年度から各委員会を設置し活動を行なっている。 

自立支援計画に沿った処遇の方向性と成果が見れるよう、職員相互の信頼関係、児童相談所との

連携強化を図っていく。 
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３ 主要行事予定 

実施月 行 事 内 容 

 ４月 １学期始業式 親睦レクリェーション 

５月   

６月 ふれあい参観 

７月 九州少年野球大会（大分県） １学期終業式 

 ８月   全日本少年野球大会（沖縄県） 寮キャンプ 児童一時帰省等  

９月 ２学期始業式  カボスの収穫  ふれあいスポーツ大会  

１０月   九州バドミントン大会（大分県） 

１１月    

１２月 ２学期終業式  クリスマス会  餅つき大会  児童一時帰省等 

１月   ３学期始業式 

２月    ふれあい参観   

３月     修了式 

毎 月 身体測定、誕生日会、買い物実習、避難訓練 

定期的  内科健診、歯科健診、スポーツテスト 

                                                                        注 令和 7 年 4 月 1 日 現在 
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＜ 資　料 ＞ 

１　入・退所、在籍児童数

年度 H３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ 年度 H３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６

４月 3 1 2 2 3 3 ４月 2 2 1 2 1

５月 0 1 1 2 1 ５月 2

６月 3 2 1 1 1 1 3 ６月 1

７月 1 1 3 1 1 1 ７月

８月 1 1 1 ８月 2 3

９月 1 1 1 1 ９月 1 2 3

１０月 2 1 2 2 2 １０月 2 2

１１月 1 1 １１月 1

１２月 1 2 1 1 1 １２月 2 1 1 2 1

１月 1 1 １月 2 1 1 1

２月 1 1 2 1 ２月 2 1

３月 1 1 2 2 1 1 ３月 1 4 6 8 4 7 2

計 8 8 14 8 12 13 15 計 8 12 8 14 7 15 10

年度 H３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６

４月 9 10 7 12 6 11 9

５月 10 7 7 13 6 13 12

６月 10 7 8 14 6 15 11

７月 13 9 9 15 7 16 13

８月 15 10 12 15 8 17 14

９月 14 9 13 15 9 13 15

１０月 14 10 14 16 10 12 13

１１月 14 12 14 14 12 14 12

１２月 14 12 15 12 11 14 13

１月 12 12 17 11 12 14 13

２月 12 9 15 12 12 13 14

３月 10 10 14 11 13 15 15

③各月初日の在籍児童数

（単位：人）

①新規入所児童数 ②退所児童数
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２　在籍児童の状況　（年度推移）

　① 被虐待児童の状況

H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６

9 14 16 18 18 18 13 17 15

20 23 18 18 20 20 18 24 24

45.0% 60.9% 88.9% 100.0% 90.0% 90.0% 72.2% 70.8% 62.5%

R４

男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計

8 5 13 9 8 17 10 5 15

身体的虐待 7 5 12 9 6 15 10 1 11

ネグレクト 2 1 3 3 4 7 0 3 3

性的虐待 0 1 1 0 0 0

心理的虐待 5 2 7 2 3 5 2 1 3

12 6 18 15 9 24 17 7 24

66.7% 83.3% 72.2% 60.0% 88.9% 70.8% 58.8% 71.4% 62.5%

　② 性非行児童の状況

R４

男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計

4 3 7 5 3 8 5 2 7

12 6 18 15 9 24 17 7 24

33.3% 50.0% 38.9% 33.3% 33.3% 33.3% 29.4% 28.6% 29.2%

　③ 平均在籍期間　（年度内退所児童）

H２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６

13.8月 12.7月 19.9月 13.5月 18.5月 13.1月 15.6月 11.1月 11.9月

　④ 退所児童の状況

H２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６

7 7 4 9 4 8 5 7 6

　高校進学 6 6 4 5 2 5 1 2

　特別支援学校 1 2 1 2 1

　就職 1

　復学 2 1 3 2 4 6

措置変更 1 4 4 3 5 6 1 6 2

　高校進学 1 1 3 1 1 2 1 1

　特別支援学校 1 2 4 2

　就職 1

　復学 1 1 4 1 3 1

住込就職

家裁送致 2 1 2 2

8 13 8 12 9 14 7 15 10

（単位：人）

年度

割　合　　　　A/B

年度

被虐待児童数　A

年度

割　合　　　　A/B

R５ R６

年度

被虐待児童数　A

在籍児童数　 　B 

年度

平均在籍月数

性非行児童数　A

在籍児童数　 　B 

R５ R６

在籍児童数　 　B 

割　合　　　　A/B

家庭引取

　　　計

-21-



３　令和６年度在籍児童の状況

　① 入所経路

男

女

計

割合

　② 出身地

市町村 男 女 計 市町村 男 女 計

大分市 12 3 15 日田市 0 1 1

別府市 0 2 2

由布市 2 0 2

その他 3 1 4

17 6 23 0 1 1

※その他（佐伯市、津久見市、豊後大野市、九重町　各1名）

　③ 入所時の学年

５年 ６年 １年 ２年 ３年

男 1 1 6 6 3 0 17

女 0 0 1 5 1 0 7

計 1 1 7 11 4 0 24

　④ 入所時の年齢

１０歳 １１歳 １２歳 １３歳 １４歳 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 計

男 1 1 1 9 5 0 0 0 0 17

女 0 0 1 2 4 0 0 0 0 7

計 1 1 2 11 9 0 0 0 0 24

24

0

3 0

中学生

16.7% － 100%

0

3

0

（単位：人）

家庭から

13

4

施設等から（措置変更）

1

再入所（再掲）

70.8%

3

12.5%

計

17

7

児童相談所の措置

17

家庭裁判所の審判

小学生
高等部

4

中 　央
児 　童
相談所

中 　津
児 　童
相談所

小　　計 合　　計

計
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　⑤ 問題行動 （複数計上） (単位：延件)

　⑥ 知能の状況 (単位：人)

　⑦ 保護者の状況

　⑧ 入所期間 （年度内退所児童）

　⑨心理療法実施状況 (単位：延件)

※（　）：初期支援時の心理面接

　学園の心理士（常勤：１名）がそれぞれの児童に対して、月に１～２回の頻度で分校の授業時間を使って、

継続的な心理面接を実施している。

　その他、入園後の初期支援期間に心理士による面接を行い、心理検査（描画、投影法等）を実施している。

施設
不適応

1

2

3

2 0 0

4

0

計 0 1 5 9 8 1 0

6 1 0 0

0

17

女 0 0 3 2 7

遅　　滞

69～50 49～40
不明 計

男 0 1 2 7

暴力 性非行

境界域

109～90 89～80 79～70

7

9

2

7

不登校
器物
損壊

その他

男

女

喫煙
飲酒

家出
夜間徘徊

窃盗
（万引）

計 2

2

0

6

2

4

4

3

1

7

2

5

 標準・中  標準・下

18

6

12

9

2

計

4

4

0

 優秀

140～120

 標準・上

119～110

17

0 24

実父母
ステップ
ファミリー

母子 父子 その他

7

男 2 3 10 1 1

24

女 1 0 5 0 1

計 3 3 15 1 2

男

女

計

１年以上
１年６ヶ月未満

１年６ヶ月以上
２年未満

4

１年未満 ２年以上 計

3

1

0

1

5

2

100

20

80

４月 ５月 ６月 １１月 １２月

心理面接
1

７月 ８月 ９月 １０月 計

心理検査 3

(3)

22

1

(1)

１月 ２月 ３月

2

(2)

2

1

(1)

14

0

(0)

18

1

(1)

18

2

(2)

27

0

(0)

13

1

(1)

5

1

(1)

17

1

(1)

14

14

(12)

171

1

(1)

20
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⑩　令和６年度視察受入実績

○視察 ○実習

№ 月日 団体名等 人数 № 期間 日 派遣元 人数

1 7/25 別府支援学校 2 1
8月1日～
8月7日

7
国立武蔵野学院付属人材育
成センター養成部第78期生 1名

2 8/6
NPO法人おおいた子ども
支援ネット

2 2
8月20日～
8月21日

2 学生インターンシップ 3名

3 2/10
乳幼児総合支援センター
（乳児院）

6 3
9月2日～
9月5日

4
大分大学福祉健康科学部
心理学コース

4名

4 3/3
愛育学園はばたき
（児童心理治療施設）

8 4
1月20日～
1月24日

5 福岡少年院 1名

5 3/14 大分家庭裁判所　調査官 1

6 3/31
神戸市立若葉学園
（児童自立支援施設）

2
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